
 

  

 

 

 

 

相生市第４期障害福祉計画 
 

（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年３月 
 

 

相  生  市 
  



 

 

目 次 

 

１ 計画の策定にあたって .................................................................................................................. 1 

（１）計画策定の背景 ...................................................................................................................... 1 

（２）計画の期間及び位置づけ ..................................................................................................... 2 

（３）計画の策定体制 ...................................................................................................................... 2 

 

２ 障害のある人を取り巻く相生市の現状 .................................................................................... 3 

（１）相生市の人口の推移 ............................................................................................................. 3 

（２）障害のある人の状況 ............................................................................................................. 4 

 

３ 計画の視点とサービス等の体系 ................................................................................................. 8 

（１）計画の視点 .............................................................................................................................. 8 

（２）サービス等の体系 .................................................................................................................. 9 

 

４ 成果目標及びその他取組目標 .................................................................................................. 10 

（１）成果目標 ............................................................................................................................... 10 

（２）その他取組目標 ................................................................................................................... 12 

 

５ 障害福祉サービス等の見込量と確保策 ................................................................................. 13 

（１）障害福祉サービス ............................................................................................................... 13 

（２）地域生活支援事業 ............................................................................................................... 33 

（３）障害のある子どもに対するサービス ............................................................................. 46 

 

６ 施策の推進体制 ........................................................................................................................... 52 

（１）関係機関等との連携 .......................................................................................................... 52 

（２）住民参加の促進 ................................................................................................................... 52 

（３）計画の進行管理 ................................................................................................................... 53 



 

 1  

  １ 計画の策定にあたって 

 

（１）計画策定の背景 

 

○ 国においては、障害者権利条約の批准に必要な国内法の整備や障害者福祉制度の

改革を推進しており、平成23年に障害者の定義の見直しや障害の有無にかかわらず

人格と個性を尊重する共生社会の実現等を内容とした「障害者基本法」を改正しま

した。さらに、平成24年には障害者への虐待の禁止や予防を内容とした「障害者虐

待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待防止法）」を

施行しました。 

平成25年には、障害者自立支援法を改正し、制度の谷間のない支援をめざすとと

もに、法に基づく支援が地域社会における共生や社会的障壁の除去に資することを

目的とする「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害

者総合支援法）」が施行され、また、同年に障害を理由とする差別の禁止や解消を

内容とした「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消

法）」が制定されるなど、障害者を取り巻く環境は大きく変化してきています。 

 

○ 本市においては、平成24年３月に「障害者基本法」に基づく「相生市第２次障害者基本

計画」及び「障害者自立支援法」に基づく「相生市第３期障害福祉計画」を策定し、計画の

推進に努めてきました。 

 

○ 現行の「相生市第３期障害福祉計画」が、平成26年度で計画期間の終了を迎える

ため、これまでの計画の進捗状況及び目標数値を検証し、また、障害者福祉施策の

動向や社会背景等を踏まえ、平成27年度から平成29年度までを計画期間とした

「相生市第４期障害福祉計画」を策定し、障害福祉に係る施策を総合的・計画的に推進

していきます。 
 



 

  2 

（２）計画の期間及び位置づけ 

 

○「相生市第４期障害福祉計画」は、障害者総合支援法第88条第１項に基づく「市

町村障害福祉計画」として、障害のある人の地域移行や一般就労への移行等につ

いての目標や平成27年度から平成29年度における障害福祉サービス等の必要量

及び必要量確保のための方策等を定める計画です。 

○本計画は、「第５次相生市総合計画」を上位計画として位置付けるとともに、

「相生市第２次障害者基本計画」「子ども・子育て支援事業計画」「相生市高齢

者保健福祉計画及び介護保険事業計画」などの諸計画との整合性を図りながら推

進します。 

 

 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 

○障害者基本法 

障害者施策の基本的方

針について定める計画 

      

○障害者総合支援法 

障害福祉サービス等の必

要量と必要量確保のため

の方策を定める計画 

      

 

 

 

（３）計画の策定体制 

○計画策定にあたっては、障害者団体の代表者、福祉団体の代表者、福祉・医療関

係者、学識経験者、行政関係職員等で構成される「相生市障害者自立支援協議会」

において検討しました。 

 

 

 

第３期障害福祉計画 

第２次障害者基本計画 

（見直し） 第４期障害福祉計画 
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  ２ 障害のある人を取り巻く相生市の現状 

 

（１）相生市の人口の推移 

本市の総人口の推移をみると、年々減少傾向にあり、平成25年度末には30,862人

となっており、５年間で1,044人の減少となっています。 

年齢階層別人口をみると、０～14歳の年少人口、15～64歳の生産年齢人口は減少

傾向にある一方で、65歳以上の高齢者人口は増加傾向にあり、高齢化が進行している

ことが伺えます。 

 

 

 

3,678 3,634 3,568 3,510 3,490

19,221 18,909 18,541 17,992 17,531

9,007 9,030 9,180 9,531 9,841

0 

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

０～14歳 15～64歳 65歳以上

（人）

31,906 31,573 31,289 31,033 30,862

資料：住民基本台帳及び外国人登録人口 

    （各年3月31日現在） 

総人口の推移 
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（２）障害のある人の状況 

ア 障害のある人の数の推移 

障害のある人の数の推移を手帳所持者数でみると、すべての手帳の種別において増

加傾向にあります。それぞれの平成25年度の所持者数を平成21年度と比較すると、

身体障害者手帳では約4％の増、療育手帳では約29％の増、精神障害者保健福祉手

帳では約32％の増となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,262 1,303 1,304 1,312 1,312

222 236 280 275 28787 98 104 108 115

0

500

1,000

1,500

2,000

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

1,571 1,637 1,688 1,695 1,714

（人） 

障害者手帳所持者の推移 
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イ  障害別・等級別障害のある人の状況 

（ア） 身体障害のある人 

 

身体障害者手帳所持者数の推移をみると、平成21年度以降増加傾向にあります。

等級別に所持者数をみると、各年度ともに「１級」が最も多くなっており、次いで、

各年度ともに「４級」が多くなっています。また、平成25年度の重度（１・２級）

は43.7％と半数近くを占めています。 

平成25年度の障害の種類別では、「肢体障害」の割合が57.0％と最も高くなって

います。次いで「内部障害」が高く、27.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

○平成25年度の身体障害者手帳所持者（障害の種類別）の内訳 

種類 
肢体 

障害 

内部 

障害 

聴覚 

障害 

視覚 

障害 

言語 

障害 
合計 

人数（人） 748 360 107 78 19 1,312 

割合（％） 57.0 27.4 8.2 5.9 1.5 100.0 

※内部障害とは、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこ

う・直腸機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害、免疫機能障害をいいます。   

387 390 393 390 391 

201 198 193 191 183 

197 203 199 202 212 

333 360 363 370 372 

76 77 76 75 69 
68 75 80 84 85 

3.90 
4.08 4.13 4.19 4.22 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

0

400

800

1,200

1,600

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 手帳数/人口

（人）

1,262 1,303 1,304 1,312 1,312

（％）
身体障害者手帳所持者（等級別）の推移 
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   （イ） 知的障害のある人 

 

療育手帳所持者数の推移をみると、平成24年度に減少していますが、長期的にみ

ると増加傾向にあります。また、等級別に所持者数をみると、各年度ともに「Ａ（重

度）」が最も多くなっています。 
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（人） （％）

療育手帳所持者（等級別）の推移 
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   （ウ） 精神障害のある人 

 

精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移をみると、年々増加傾向にあります。等級

別に所持者数をみると、各年度ともに「２級」が最も多くなっています。 

また、自立支援医療（精神通院医療）の受給者数についても、年々増加しており、

平成25年度の受給者数を平成21年度と比較すると約28％の増となっています。 
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自立支援医療（精神通院医療）の受給者数の推移 

精神障害者保健福祉手帳所持者の推移 
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  ３ 計画の視点とサービス等の体系 

 

本計画においては、障害福祉サービスの見込量確保のための方策に加えて、障害のある

人の雇用・就労の促進、地域における居住の場の確保、相談支援体制及び情報提供の充実

等について、次の視点のもと計画を進めます。 

 

（１）計画の視点 

● 障害福祉サービスの提供体制の確保 

 訪問系サービスの充実 障害のある人が地域で生活していくために、居宅生活を

支援する訪問系サービスについて、サービスの充実と質の

向上を図ることが必要となります。 

日中活動系サービスの充実 

 

障害のある人が地域で生活していくために、日中活動系

サービスを受けることができるよう、サービスの充実と質の

向上を図ることが必要となります。 

地域生活移行の推進 

 

障害のある人の地域における居住の場として、共同生活

援助（グループホーム）、自立訓練事業等の充実を図ること

により、施設入所や入院から地域生活へ移行できるよう、支

援体制、訓練体制を整備していくことが必要となります。 

一般就労への移行の推進 就労移行支援や就労継続支援のサービスの充実を図る

とともに、一般就労が難しい障害のある人については福祉

施設において雇用の場（福祉的就労）を提供するなど、障害

のある人の一般就労への移行又は働く場の確保を推進して

いくことが必要となります。 

● 相談支援の提供体制の確保 障害のある人が地域において自立した日常生活又は社

会生活を営むためには、障害福祉サービス、地域生活支援

事業の提供体制の確保とともに、これらのサービスの適切

な利用を支え、また、各種ニーズに対応する相談支援体制

の確保が必要となります。 

● 障害のある子どもへの支援の

提供体制の確保 

 

子育て担当部門、教育委員会等、関係機関と連携を図

り、障害のある子どもとその家族に対して乳幼児期から学校

卒業まで一貫した効果的な支援を提供できるよう体制の整

備が必要となります。 
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（２）サービス等の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
障害のある人・障害のある子ども 

【障害福祉サービス】 

◎訪問系サービス 

・居宅介護 
・重度訪問介護 
・同行援護 
・行動援護 
・重度障害者等包括支援 

◎日中活動系サービス 
・生活介護 
・療養介護 
・短期入所 
・自立訓練（自立訓練・機能訓練） 
・就労移行支援 
・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 

◎居住系サービス 
・共同生活援助（グループホーム） 
・施設入所支援 

【地域生活支援事業】 

◎必須事業 

・理解促進研修・啓発事業 
・自発的活動支援事業 
・相談支援事業 
・成年後見制度利用支援事業 
・成年後見制度法人後見支援 
事業 
・意思疎通支援事業 
・日常生活用具給付等事業 
・手話奉仕員養成研修事業 
・移動支援事業 
・地域活動支援センター事業 

◎任意事業 
・生活支援事業 
・日中一時支援事業 
・社会参加促進事業 

 

【障害のある子どもへの支援】 

・児童発達支援      ・医療型児童発達支援   ・放課後等デイサービス  

・保育所等訪問支援   ・障害児相談支援 

児童福祉法 

障害者総合支援法 

【自立支援医療】 
・更生医療 
・育成医療 
・精神通院医療 

【補装具】 ・義肢、装具、補聴器、車椅子、歩行器、座位保持装置等の支給 

【相談支援】 
・計画相談支援 
・地域移行支援 
・地域定着支援 
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 ４ 成果目標及びその他取組目標 

  

  （１）成果目標 

ア 福祉施設から地域生活への移行促進 

国の指針 
○平成25年度末時点の施設入所者の12％以上を地域生活へ移行する。 

○施設入所者数を平成25年度末時点から4％以上削減する。 

相生市の目標 

○地域生活への移行については、国の指針の12％以上である７人の

移行をめざす。 

○平成29年度末の施設入所者については、国の指針に基づき、４％

以上である３人の削減をめざす。 

 

■成果目標 

項目 数値 考え方 

平成25年度末時点の施設入所

者（A） 
56 人  

【目標】 

地域生活移行者数 

7 人 （A）のうち、平成29年度までに地域生活

に移行する人の目標人数 12 ％ 

【目標】 

施設入所者数の削減見込（B） 

3 人 （A）のうち、平成29年度までに削減する

施設入所者の目標人数 4 ％ 

平成29年度末時点の施設入所

者数 （A）－（B） 
53 人  

 

 

    イ 精神科病院から地域生活への移行促進 

国の指針 

○平成29年度における入院後３ヶ月時点の退院率を64％以上とする。

○平成29年度における入院後1年時点の退院率を91％以上とする。 

○平成29年6月末時点における在院期間1年以上の長期在院者数を平

成24年6月末時点の長期在院者数から18％以上減少する。 

相生市の目標 

○「都道府県」において目標値を設定することとしているため、第４期計

画においては精神科病院からの地域生活への移行促進に関する目

標設定はしませんが、兵庫県、その他関係機関と連携し対応する。 
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ウ 地域生活支援拠点等の整備 

国の指針 
○障害のある人の地域生活を支援する機能の集約を行う拠点等を、平

成29年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも１つを整備する。 

相生市の目標 ○国・県の指針を基に、平成29年度末までに１つを整備する。 

 

 

   エ 福祉施設から一般就労への移行促進 

国の指針 

○福祉施設から一般就労への移行者数を、平成24年度実績の２倍以

上とする。 

○就労移行支援事業の利用者数を、平成25年度末の利用者から６割

以上増加する。 

○就労移行支援事業所のうち、就労移行率が３割以上の事業所を全

体の５割以上とする。 

相生市の目標 

○平成24年度における一般就労への移行者はなかったため、平成25

年度実績及び26年度の見込みをふまえ、平成29年度の目標値を２

人とする。 

○就労移行支援事業の利用者数については、国の指針に基づき、６割

以上である４人の利用をめざす。 

○市内において、就労移行支援事業所が設置されていないため、本計

画では就労移行率３割以上の事業所の増加に係る目標は設定しま

せんが、今後事業所の新規開設等があった際には、国の指針を満た

すことができるよう、就労移行支援事業所と連携していきます。 

 

■成果目標 

項目 数値 考え方 

平成24年度の一般就労への

移行者数 
0 人  

【目標】福祉施設から一般就

労への移行者数 
2 人 

平成29年度末における就労移行支援事業

等を通じて一般就労に移行する人数 

平成25年度末時点の就労移

行支援事業の利用者数 
2 人 

 

【目標】就労移行支援事業の

利用者数 （A）×1.6 

4 人 平成29年度末における就労移行支援事業

の利用者数 6 割増 

 

 



 

  12 

（２）その他取組目標 

   ア 市営住宅を活用したグループホームの整備数 

国の基本指針では、地域移行において、グループホームの充実を図り、入所など

から地域生活への移行を促進することとなっています。 

県の方針によると、地域生活拠点の確保に向けた行政率先取り組みの強化として、

現在の整備実績と今後転用可能な戸数を踏まえて、市営住宅を活用したグループホ

ームの整備数を定めることとなっています。 

本市においては、施設の老朽化やバリアフリーの状況から、市営住宅を活用した

グループホームの整備は困難な状況であるため、目標値は設定しないこととします。

ただし、市営住宅の建替えや改修を計画する場合は、担当課と協議のうえ、グルー

プホームの整備を検討します。 

 

 

   イ 市の優先発注 

国の基本指針では、障害福祉計画において、都道府県及び市町村で作成される障

害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針との整合性を図りなが

ら、官公需に係る障害者就労施設等の受注機会の拡大について記載し、取り組むこ

ととされています。 

本市においては、平成25年度の実績を基本に目標を設定し、「相生市障害者就労

施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」に基づき、福祉的就労の質的

向上に向けた優先発注の促進を図ります。 

 

項 目 数 値 考え方 

現在の優先発注件数及

び金額 

5件 福祉的就労の質的向上に向けた、市の優先

発注件数及び金額（平成25年度末） 3,272千円 

【目標】 

優先発注件数及び金額 

 5件 平成29年度において福祉的就労の質的向

上に向けた、市の優先発注件数及び金額 3,300千円 
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  ５ 障害福祉サービス等の見込量と確保策 
 

 

（１）障害福祉サービス 

ア 訪問系サービス 

訪問系サービスには次の５種類があります。 

 

■訪問系サービスの内容 

サービス名 サービスの内容 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 

身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある

人で、日常生活を営むのに支障がある場合、入浴、排せつ、

食事の介護等、居宅での生活全般にわたるサービスを提供

します。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障

害があり常に介護を必要とする人を対象に、居宅における

介護から外出時の移動支援までを行う総合的なサービスを

提供します。 

同行援護 

重度の視覚障害により、移動が困難な人に外出時に同行

し、移動に必要な情報を提供するとともに、外出する際の必

要な援助を行います。 

行動援護 

知的・精神障害により行動上著しく困難があり、常時介護

を要する人に対して、行動の際に生じ得る危険を回避するた

めに必要な援護や外出時における移動中の介護等のサー

ビスを提供します。 

重度障害者等包括支援 
常時介護を要する重度障害のある人を対象に、居宅介護

をはじめ福祉サービスを包括的に行います。 

 

 

【見込量確保のための方策】 

○必要なサービスを地域で利用できるよう、受け皿となるサービス提供事業所の

参入を働きかけ、サービス提供基盤の確保に努めます。また、市内での対応が

困難な場合には、市外のサービス提供事業所と調整を図り、サービス提供に努

めます。 

○障害のある人やその家族のニーズを反映したサービス等利用計画作成し、適切

なサービス内容及び量を提供するため、相談支援事業所との連携を図ります。 
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   （ア） 居宅介護 

≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

居宅介護 
時間/月 697 771 811 918 972 1,026 

人/月 26 29 30 34 36 38 
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サービス量 利用（見込み）者数
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平成24年度からの利用実績により一人当たりの平均利用時間を求め、障害

のある人の増加傾向をもとに今後の見込量を算出しています。 

注：平成26年度は３月から８月までの実績を基にした推計値です。 

見込み量 
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    （イ） 重度訪問介護 

≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

重度訪問介護 
時間/月 100 62 13 120 120 120 

人/月 1 1 1 2 2 2 
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平成24年度からの利用実績により一人当たりの平均利用時間を求め、今後

の利用増を見込んでいます。 

注：平成26年度は３月から８月までの実績を基にした推計値です。 

見込み量 
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 （ウ） 同行援護 

 

≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

同行援護 
時間/月 23 18 32 40 40 40 

人/月 2 2 3 4 4 4 
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平成24年度からの利用実績により一人当たりの平均利用時間を求め、障害

のある人の増加傾向をもとに今後の見込量を算出しています。 

注：平成26年度は３月から８月までの実績を基にした推計値です。 

見込み量 
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 （エ） 行動援護 

≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

行動援護 
時間/月 0 0 0 15 15 15 

人/月 0 0 0 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

（オ） 重度障害者等包括支援 

   ≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

重度障害者

等包括支援 

時間/月 0 0 0 0 0 0 

人/月 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

近隣市町にサービス提供事業所がなく、長期間利用実績もないことから見込

量については０としています。 

注：平成26年度は３月から８月までの実績値を基にした推計値です。 

今後の利用を想定し、見込量を算出しています。 

注：平成26年度は３月から８月までの実績を基にした推計値です。 



 

  18 

イ 日中活動系サービス 

日中活動系サービスには次の７種類があります。 

 

■日中活動系サービスの内容 

サービス名 サービスの内容 

生活介護 

常時介護を要する障害のある人を対象とした、主として日

中に障害者支援施設等で行われる、入浴、排せつ、食事の介

護や、創作的活動又は生産活動の機会の提供等のサービス

を行います。 

療養介護 

主として日中に病院等の施設で行われる機能訓練、療養上

の管理、看護、医学的管理下での介護や日常生活上の援助

等のサービスを行います。 

短期入所 

日常の介護者が病気等の場合、障害者支援施設等への一

時的な入所により、入浴、排せつ、食事の介護等のサービス

を行います。 

自立訓練 

（機能訓練・生活訓練） 

自立した日常生活や社会生活を営むことを目的に、身体機

能や生活能力の向上のための有期の訓練等のサービスを行

います。 

就労移行支援 
職場実習等、就労に必要な知識・能力の向上のための有期

の訓練等のサービスを行います。 

就労継続支援Ａ型 

通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供するととも

に、一般就労に必要な知識、能力が高まった者について、一

般就労への移行に向けて支援します。 

就労継続支援Ｂ型 

通所により、雇用契約は結ばない就労や生産活動の機会

を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった

者について、一般就労等への移行に向けて支援します。 

 

 

【見込量確保のための方策】 

○必要なサービスを地域で利用できるよう、受け皿となるサービス提供事業所の

参入を働きかけ、サービス提供基盤の確保に努めます。また、市内での対応が

困難な場合には、市外のサービス提供事業所と調整を図り、サービス提供に努

めます。 

○障害のある人やその家族のニーズを反映したサービス等利用計画作成し、適切

なサービス内容及び量を提供するため、相談支援事業所との連携を図ります。 
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   （ア） 生活介護 

≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

生活介護 
人日/月 1,713 1,826 1,807 1,824 1,843 1,862 

人/月 88 94 95 96 97 98 
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注：平成26年度は３月から８月までの実績を基にした推計値です。 

 注：「人日」とは、「月間の利用者数」に「一人１か月当たりの平均利用日数」を乗じて得られた

数です。例えば、５人の利用者が平均20日サービスの提供を受けた場合には、「100人日

分」となります。 

見込み量 

平成24年度からの利用実績により一人当たりの平均利用日数を求め、障害

のある人の増加傾向をもとに今後の見込量を算出しています。 
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    （イ） 療養介護 

   ≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

療養介護 人/月 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

平成24年度からの利用実績により、利用者数を算出しています。 

注：平成26年度は３月から８月までの実績を基にした推計値です。 
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   （ウ） 短期入所 

   ≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

短期入所 
人日/月 110 128 129 132 143 154 

人/月 11 12 11 12 13 14 
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平成24年度からの利用実績により、一人あたりの平均利用日数を求め、障

害のある人の増加傾向をもとに今後の利用者数を推計し、見込み量を算出し

ています。 

 

注：平成26年度は３月から８月までの実績を基にした推計値です。 

 

見込み量 
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    （エ） 自立訓練（機能訓練） 

   ≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

自主訓練 

（機能訓練） 

人日/月 0 0 10 10 10 10 

人/月 0 0 1 1 1 1 
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平成26年度実績に基づき見込量を算出しています。 

注：平成26年度は３月から８月の実績を基にした推計値です。 

 

見込み量 
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   （オ） 自立訓練（生活訓練） 

 

≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

自主訓練 

（生活訓練） 

人日/月 0 0 0 10 10 10 

人/月 0 0 0 1 1 1 

 

 

 

 

 

  

今後の利用を想定し、見込量を算出しています。 

注：平成26年度は３月から８月までの実績を基にした推計値です。 
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   （カ） 就労移行支援 

   ≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

就労移行支援 
人日/月 51 25 40 40 60 80 

人/月 3 1 2 2 3 4 
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一人あたりの平均利用日数を20日と想定し、障害のある人の増加傾向、施

設から地域生活への移行及び一般就労への移行を図る観点から見込量を算出

しています。 

注：平成26年度は３月から８月までの実績を基にした推計値です。 

 

見込み量 
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    （キ） 就労継続支援（A型） 

   ≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

就労継続支

援（Ａ型） 

人日/月 248 398 300 340 380 420 

人/月 13 13 15 17 19 21 
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一人あたりの平均利用日数を20日と想定し、障害のある人の増加傾向、施

設から地域生活への移行及び一般就労への移行を図る観点から見込量を算出

しています。 

注：平成26年度は３月から８月までの実績を基にした推計値です。 

 

見込み量 
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   （ク） 就労継続支援（B型） 

   ≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

就労継続支

援（Ｂ型） 

人日/月 912 1,186 1,185 1,260 1,278 1,296 

人/月 53 67 69 70 71 72 
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平成24年度からの利用実績により一人あたりの平均利用日数を求め、障害

のある人の増加傾向から見込量を算出しています。 

注：平成26年度は３月から８月までの実績を基にした推計値です。 

 

見込み量 
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ウ 居住系サービス 

居住系サービスには次の種類があります。 

 

 ■居住系サービスの内容 

サービス名 サービスの内容 

共同生活援助 

（グループホーム） 

夜間や休日に、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、

食事の介護等を行います。平成26年度から、柔軟なケアが

できるよう、共同生活介護（ケアホーム）が統合されました。 

施設入所支援 
施設入所者を対象に、主として夜間に、入浴、排せつ、食

事の介護等のサービスを行います。 

 

 

【見込量確保のための方策】 

○共同生活援助（グループホーム）については、施設等から地域生活への移行を

促進するため、今後さらに需要が見込まれますので、市内外のサービス提供事

業所と調整を図りサービス量の確保に努めます。 

○施設入所については、地域での生活が困難になった人が必要な時に利用できる

体制を整備するため、サービス提供事業所と調整を図ります。 
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   （ア） 共同生活援助 （グループホーム） 

   ≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

共同生活援助 

（グループホーム） 
人/月 15 18 19 19 20 21 
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平成24年度からの利用実績及び施設から地域生活への移行を図る観点から

今後のサービス見込量を算出しています。 

注：平成26年度は３月から８月までの実績を基にした推計値です。 

 

見込み量 
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    （イ） 施設入所支援 

   ≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

施設入所支援 人/月 58 56 56 55 54 53 
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注：平成26年度は３月から８月までの実績を基にした推計値です。 

 

 

見込み量 

平成24年度からの利用実績及び施設から地域生活への移行を図る観点から

今後のサービス見込量を算出しています。 
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エ 相談支援 

■相談支援サービスの内容 

サービス名 サービスの内容 

計画相談支援 

障害福祉サービスを利用するすべての障害のある人を対象に、支

給決定又は支給決定の変更前に、サービス等利用計画案を作成し

ます。支給決定又は変更後のサービス事業者等との連絡調整・計画

の作成及び一定の期間ごとにサービス等の利用状況のモニタリング

を行います。 

地域移行支援 

 障害者支援施設等に入所している障害のある人又は精神科病院

に入院している精神障害のある人を対象に、地域における生活に移

行するための相談や住居の確保、その他必要な支援を行います。 

地域定着支援 

施設や病院から地域生活へ移行した障害のある人や一人暮らし

へと移行した障害のある人などが、安定的に地域生活を送れるよう、

障害の特性に起因して生じる緊急の事態等に常時、相談など対応に

必要な支援を行います。 

 

 

【見込量確保のための方策】 

    ○施設または入院から地域への生活を希望する人に対し、相談支援事業所やサービ

ス提供事業所、兵庫県健康福祉事務所、医療機関等、地域における関係機関との

連携を強化し、地域生活への移行促進を図ります。 
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（ア） 計画相談支援 

   ≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

計画相談支援 人/月 1 7 29 56 57 58 
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平成27年度以降、サービス等利用計画が必須となることを踏まえ、計画の

作成及びモニタリング数を見込み算出しています。 

注：平成26年度は３月から８月までの実績を基にした推計値です。 

 

見込み量 
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    （イ） 地域移行支援 

≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

地域移行支援 人/年 1 1 0 2 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （ウ） 地域定着支援 

≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

地域定着支援 人/年 1 1 0 2 2 3 

 

 

 

 

 

   

  

注：平成26年度は３月から８月までの実績を基にした推計値です。 

 

注：平成26年度は３月から８月までの実績値を基にした推計値です。 

 

国の指針である『平成25年度末の施設入所者数（56人）に対し12％（7

人）削減』に基づき見込量を算出しています。 

国の指針である『平成25年度末の施設入所者数（56人）に対し12％（7

人）削減』に基づき見込量を算出しています。 
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（２）地域生活支援事業 

 【必須事業】 

ア 理解促進研修・啓発事業 

■理解促進研修・啓発事業の内容 

事業名 事業の内容 

理解促進研修・啓発事業 

地域の住民に対して、障害のある人に対する理解を深める

ための研修会やイベントの開催、啓発活動などを行います。 

【実施事業】 あいあいのつどい 

 

 

【見込量確保のための方策】 

○障害のある人等の理解に向けて、イベントの開催や啓発活動等について実施、検

討していきます。 

 

 

  ≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

理解促進研修・

啓発事業 

実施の有無 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

人/年 450 750 750 750 750 750 

  注：平成26年度は３月から８月までの実績値を基にした推計値です。 
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イ 自発的活動支援事業 

■自発的活動支援事業の内容 

事業名 事業の内容 

自発的活動支援事業 

障害のある人やその家族、地域住民等が地域において

自発的に行う活動（ピアサポート、災害対策、孤立防止活

動、ボランティア活動など）を支援します。 

 

 

【見込量確保のための方策】 

○今までに引き続き、障害のある人等をはじめ、その家族、地域住民等による自発

的な取り組みの支援を実施していきます。 

 

 

≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

自発的活動

支援事業 

実施の有無 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

対象事業数 3 3 3 3 3 3 

 注：平成26年度は３月から８月までの実績値を基にした推計値です。 
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ウ 相談支援事業 

■相談支援事業の内容 

事業名 事業の内容 

相談支援事業 

障害福祉サービスの利用等について、障害者本人や家族

等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うこ

とで自立した日常生活又は社会生活が送れるように総合的・

継続的に支援します。 

基幹相談支援センター 

総合的な相談や成年後見制度利用支援事業等を実施し、

身近な地域の相談支援事業者では対応できない個別事例へ

の対応や、地域の相談支援の中核的な役割を担います。 

相談支援機能強化事業 

市町村の相談支援事業の機能を強化するため、一般的な

相談支援事業に加え、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士

等、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を市町村

等に配置します。 

住宅入居等支援事業 

（居住サポート事業） 

一般の賃貸住宅への入居に支援が必要な障害のある人な

どに、入居契約の手続きの支援や生活上の課題に対して関

係機関から必要な支援を受けられるよう調整を行います。 

 

【見込量確保のための方策】 

    ○障害のある人及びその家族が住み慣れた地域で安心して生活を営むことができる

よう、相談支援体制の整備及びサービス提供事業所等との連携を図ります。 

    ○西播磨圏域の他市町と連携し、西播磨成年後見支援センター（仮称）の設置につ

いて検討し、市民後見人の養成、成年後見制度の普及・啓発・相談等の支援を実

施することにより、障害者の権利擁護に努めます。 

 

≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

相談支援事業 実 施 箇 所 1 1 1 1 1 1 

基幹相談支援

センター 
設置の有無 未 未 未 未 未 設置 

相談支援機能

強化事業 
実施の有無 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

住宅入居等支援事業  

（居住サポート事業） 
実施の有無 未 未 未 未 未 実施 
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エ 成年後見制度利用支援事業 

■成年後見制度利用支援事業の内容 

事業名 事業の内容 

成年後見制度利用支援

事業 

成年後見制度の利用が有効と認められる人に対し、制度

の利用を支援するために、申立てに要する経費及び後見人

等の報酬の全部又は一部を助成します。 

 

 

【見込量確保のための方策】 

○今後も継続して成年後見制度利用支援事業を行い、障害のある人の必要な支援と

して権利擁護の取り組みを進めていきます。 

 

 

≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

成年後見制

度利用支援

事業 

実施の有無 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

人/年 0 １ 0 １ １ １ 
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オ 成年後見制度法人後見支援事業 

■成年後見制度法人後見支援事業の内容 

事業名 事業の内容 

成年後見制度法人後見 

支援事業 

 成年後見制度における法人後見活動を支援するため

に、実施団体に対する研修、安定的な実施のための組

織体制の構築、専門職による支援体制の構築などを行

います。 

 

 

【見込量確保のための方策】 

○今後の状況に応じて実施等の検討をしていきます。 

 

 

    ≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

成年後見制

度法人後見

支援事業 

実施の有無 未 未 未 未 未 実施 
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カ 意思疎通支援事業 

■意思疎通支援事業の内容 

事業名 事業の内容 

手話通訳者・要約筆記

者派遣事業 

 聴覚や音声・言語機能に障害のある人、又は聴覚や音声・

言語機能に障害のある人とコミュニケーションをとる必要の

ある人に対して、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。 

手話通訳者設置事業 
 聴覚や音声・言語機能に障害のある人とのコミュニケーシ

ョンをとるため、手話通訳者を市役所の窓口に設置します。 

 

 

【見込量確保のための方策】 

○聴覚・視覚等に障害のある人の意思疎通の円滑化を図るため、手話通訳者・要約

筆記者派遣事業を引き続き実施するとともに、手話通訳者の窓口設置について検

討していきます。 

 

 

≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

手話通訳者・

要約筆記者

派遣事業 

実施の有無 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

人/年 6 5 5 5 6 7 

手話通訳者

設置事業 

実施の有無 未 未 未 未 未 実施 

人/年 0 0 0 0 0 1 

 

  
注：平成26年度は３月から８月までの実績値を基にした推計値です。 
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キ 日常生活用具給付等事業 

   障害のある人に、日常生活上の便宜を図るための用具を給付または貸与します。 

■日常生活用具給付等事業の内容 

事業名 事業の内容 

介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット、訓練用いす、訓練用ベッド等 

自立生活支援用具 入浴補助用具、特殊便器、聴覚障害者用屋内信号装置等 

在宅療養等支援用具 透析液加湿器、電気式たん吸引器、盲人用体温計等 

情報・意思疎通支援用具 点字器、人工喉頭、聴覚障害者用情報受信装置等 

排泄管理支援用具 ストマ装具、紙おむつ等、収尿器 

居宅生活動作補助用具 
障害者（児）の居宅生活活動等を円滑にする用具 

（設置に小規模な住宅回収を伴うもの） 

 

 

【見込量確保のための方策】 

   ○利用者のニーズを把握するとともに、日常生活用具に関する情報提供の充実を図

ります。 

   ○障害の程度に応じた適切な日常生活用具の給付を行い、利用の促進を図ります。 

 

 

≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

介護・訓練支援用具 件/年 0 0 1 1 1 1 

自立生活支援用具  件/年 7 6 4 7 7 7 

在宅療養等支援用具 件/年 0 3 3 5 5 5 

情報・意思疎通支援用具 件/年 3 3 5 5 5 5 

排泄管理支援用具  件/年 250 215 255 260 265 270 

居宅生活動作補助用具 件/年 0 0 1 1 1 1 

合   計 件/年 260 227 269 279 284 289 

 

   

注：平成26年度は３月から８月までの実績を基にした推計値です。 
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ク 手話奉仕員養成研修事業 

■手話奉仕員養成研修事業の内容 

事業名 事業の内容 

手話奉仕員養成研修事業 

 聴覚に障害のある人との交流活動の促進のため、手

話奉仕員（日常会話程度の手話表現技術を取得した者）

の養成研修を行います。 

 

 

【見込量確保のための方策】 

○手話奉仕員養成講座を実施し、聴覚に障害のある人と手話を用いて交流できる

人材の育成に努めます。 

 

 

≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

手話奉仕員養

成研修事業 
人/年 0 0 0 15 15 30 
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ケ 移動支援事業 

■移動支援事業の内容 

事業名 事業の内容 

移動支援事業 
屋外での移動が困難な障害のある人に、外出のための

支援を行います。 

 

【見込量確保のための方策】 

○利用ニーズの増加に対応できるようサービス提供事業者の体制の充実及び新た

な事業者の参入の促進に努めます。 

○障害の特性を理解したヘルパーの確保及びその質の向上を図るようサービス提

供事業者へ働きかけます。 

 

≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

移動支援事業 
時間/年 1,608 1,294 2,400 2,666 2,750 2,838 

人/年 31 28 28 31 32 33 
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注：平成26年度は３月から８月までの実績を基にした推計値です。 

 

見込み量 
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コ 地域活動支援センター事業 

■地域活動支援センターの内容 

事業名 事業の内容 

基礎的事業 

障害のある人に創作的活動又は生産活動の機会の提

供、社会との交流の促進等を行う通所型施設として、地域

生活を支援します。 

機能強化事業 

Ⅰ型：専門職員を配置し、医療・福祉及び地域社会基盤と 

の連携強化のための調整、地域住民ボランティアの 

育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発 

等の事業を実施します。 
  

Ⅱ型：地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対 

し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを 

実施します。 
 

Ⅲ型：概ね5年以上の実績を有し、安定的な運営が行われ 

ている地域の障害者団体等が実施する通所による援 

護事業です。 

 

 

【見込量確保のための方策】 

○引き続き地域活動支援センターの利用実績に基づき助成を行い、障害のある人

の社会参加の促進及び地域生活の支援を行います。 
 

 

≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

相生市内 
設置箇所 1 0 0 0 0 0 

人/年 10 0 0 0 0 0 

他市町 
設置箇所 2 1 1 1 1 1 

人/年 7 8 6 7 7  7 

注：平成26年度は３月から８月までの実績を基にした推計値です。 
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【任意事業】 

サ 生活支援事業 

■生活支援事業の内容 

事業名 事業の内容 

生活支援事業 

日常生活上必要な訓練・指導をはじめ、本人活動支援等

を行い、生活の質的向上を図り、社会復帰を促進します。 

【実施事業】 

身体障害者リフレッシュ事業、発達障害児療育事業、あい

あいサマークラブ事業 など 

 

 

【見込量確保のための方策】 

○利用者のニーズの把握に努めるとともに、実施事業の情報提供の充実を図りま

す。 

 

 

≪実績及び見込み≫ 

サービス

名 
単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

生活支援

事業 
実施の有無 実施 実施 実施 実施 実施 実施 
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シ 日中一時支援事業 

■日中一時支援事業の内容 

事業名 事業の内容 

日中一時支援事業 
日中、障害のある人等に活動の場を提供し、見守り、社会

に適応するための日常的な訓練等の支援を行います。 

 

 

【見込量確保のための方策】 

○利用ニーズの増加に対応できるよう、サービス提供事業所の体制の充実とサー

ビスの質の向上に努めます。 
 

 

≪実績及び見込み≫ 

サービス

名 
単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

日中一時

支援事業 

実施箇所 5 5 5 5 5 5 

人/月 6 7 7 8 9 10 
  

注：平成26年度は３月から８月までの実績値を基にした推計値です。 
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ス 社会参加促進事業 

■社会参加促進事業の内容 

事業名 事業の内容 

社会参加促進事業 

障害のある人等に創作活動やスポーツ等の活動の場を

提供することで自立を図るとともに、生きがいを感じる活動

が行えるよう、社会参加を促進します。 

 

 

【見込量確保のための方策】 

○利用者のニーズの把握に努めるとともに、実施事業の情報提供の充実を図りま

す。 
 

 

≪実績及び見込み≫ 

サービス

名 
単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸ

ﾘｴｰｼｮﾝ教

室開催等

事業 

実施の有無 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

人/年 190 243 240 250 250 250 

芸術・文化

講座開催

等事業 

実施の有無 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

人/年 819 757 750 750 750 750 

点字・声の

広報等発

行事業 

実施の有無 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

人/年 12 15 15 15 16 17 

自動車運

転免許取

得・改造助

成事業 

実施の有無 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

人/年 2 4 2 2 2 2 

 

 

 

 

  

注：平成26年度は３月から８月までの実績を基にした推計値です。 
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（３）障害のある子どもに対するサービス 

 

■障害のある子どもに対するサービスの内容 

事業名 事業の内容 

児童発達支援 

身体障害のある子ども、知的障害のある児童又は精神

障害のある子どもを対象に、日常生活における基本的な動

作の指導、知識技能の付与、集団生活の適応訓練などを

行います。 

放課後等デイサービス 

障害のある子どもに対して、放課後や夏休み等の長期休

暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に

実施し、障害のある子どもの放課後等の居場所を提供しま

す。 

保育所等訪問支援 

保育所等を現在利用中の障害のある子ども、又は今後

利用する予定の障害のある子どもが、保育所等における集

団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合、

その本人及び当該施設のスタッフに対し、集団生活に適応

するための訓練や支援方法の指導等の支援を行います。 

医療型児童発達支援 

障害のある子どもに、日常生活における基本的な動作の

指導、知識技能の付与、集団生活の適応訓練等に加え、

治療を行います。 

障害児相談支援 

上記４つのサービスを利用する子どもに、支給決定又は

支給決定の変更前に障害児支援利用計画案を作成すると

ともに、一定の期間ごとにサービス等の利用状況のモニタリ

ングを行います。 

 

 

【見込量確保のための方策】 

○必要なサービスを地域で利用できるよう、受け皿となるサービス提供事業所の

参入を働きかけ、サービス提供基盤の確保に努めます。また、市内での対応が

困難な場合には、市外のサービス提供事業所と調整を図り、サービス提供に努

めます。 
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（ア） 児童発達支援 

 

≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

児童発達支

援 

人日/月 27 62 39 52 60 68 

人/月 9 15 11 13 15 17 
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平成24年度からの利用実績により一人当たりの平均利用日数を求め、今後

利用者数が増加することを想定し見込量を算出しています。 

 

注：平成26年度は３月から８月までの実績を基にした推計値です。 

見込み量 
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（イ） 放課後等デイサービス 

 

≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

放課後等デ

イサービス 

人日/月 47 50 65 72 80 88 

人/月 10 12 17 18 20 22 
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注：平成26年度は３月から８月までの実績を基にした推計値です。 

平成24年度からの利用実績により一人当たりの平均利用日数を求め、今後

利用者数が増加することを想定し見込量を算出しています。 

 

見込み量 
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（ウ） 保育所等訪問支援 

 

≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

保育所等訪

問事業 

人日/月 1 1 1 2 2 2 

人/月 1 1 1 1 1 1 
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注：平成26年度は３月から８月までの実績を基にした推計値です。 

平成24年度からの利用実績により一人当たりの平均利用日数を求め、今後

利用頻度が増加することを想定し見込量を算出しています。 

 

見込み量 
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（エ） 医療型児童発達支援 

 

≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

医療型児童発

達支援 

人日/月 0 0 0 0 0 0 

人/月 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

近隣市町にサービス提供事業所がなく、利用実績もないため、見込量につい

ては０としています。 

注：平成26年度は３月から８月までの実績を基にした推計値です。 
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（オ） 障害児相談支援 

 

≪実績及び見込み≫ 

サービス名 単位 

実 績 見 込 み 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

障害児相談支援 人/月 1 2 6 13 14 15 
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注：平成26年度は３月から８月までの実績を基にした推計値です。 

平成27年度以降、サービス等利用計画が必須となることを踏まえ、計画の

作成及びモニタリング数を見込み算出しています。 

見込み量 
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６ 施策の推進体制 

 

（１）関係機関等との連携 

障害のある人の施策は、その分野が多岐にわたり、母子保健法、児童福祉法、学校

教育法、障害者総合支援法、バリアフリー法、障害者の雇用の促進等に関する法律な

ど、各分野の個別法・要綱等に基づき実施されています。そのため、各分野を所管す

る庁内関係各部との連携を図ります。 

また、障害のある人に関わる施策については、国や県の制度に関わる分野も多いこ

とから、国や県の各機関と連携を図り、計画を推進します。 

 

 

（２）住民参加の促進 

 障害者団体や社会福祉協議会、医師会、ボランティア団体等の各種団体や民間企業、地域

住民の協力のもと障害者福祉を推進するとともに、各種団体・民間企業・地域等との連携を

図り、計画を推進します。 
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（３）計画の進行管理 
 
○本計画に盛り込んだ事項について、定期的に調査、分析及び評価を行い、必要に 

応じて計画を更新すること、その必要な措置を講じることが必要となります。 

そのため、ＰＤＣＡサイクルを導入し、成果目標・活動目標について、年に１回 

実績を把握するとともに、中間評価の際には協議会等において意見の把握に努め、 

その結果を公表することとします。 

○制度改革や国の障害者施策の動向等を踏まえ、状況の変化によっては計画内容の 

見直しを行うなど、弾力的な運用を行うよう努めます。 
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